
特例措置の利用状況（実績のあったもの）；医科

東日本大震災に伴う被災地特例措置の利用状況（その１）

東日本大震災に伴う被災地特例措置を利用している保険医療機関数（平成29年７月時点）

合計：５保険医療機関【▲１】 （当該措置の延べ利用医療機関数５【変わらず】）

岩手県 ２（うち歯科１）【変わらず】、宮城県 ２【変わらず】、福島県 １【▲１】

医科 特例措置の概要 利用数

１ 仮設の建物による保
険診療等

保険医療機関、保険薬局の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、引
き続き当該保険医療機関、保険薬局として保険診療等を実施できることとする。（平成23年3月15
日付け事務連絡）

１（岩手１）
【変わらず】

２ 定数超過入院 医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定入院料
の減額措置の対象としない。 （平成23年3月15日付け事務連絡）

３（宮城２、福島１）
【変わらず】

８ 看護配置 震災の影響により、震災前に比して看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」とい
う。）の数が減少した保険医療機関については、１日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数
と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、２割以内の
変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよいものとし、引き続き震災前の入院基本料を算定す
ることができる。（平成23年9月6日付け事務連絡）

０（福島０）
【福島▲１】

＊【】内は、平成29年3月時点からの増減

（参考） 平成29年９月まで被災地特例措置を延長した際の対応
・被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用が原則
・保険医療機関においては、現に利用している特例措置について、厚生局に届出の上、平成29年９月30日まで利用継続可能
・厚生局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができて
いる場合には、届出不可

中医協 総－５－１
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東日本大震災に伴う被災地特例措置の利用状況（その２）

歯科 特例措置の概要 利用数

１ 仮設の建物による保
険診療等

保険医療機関、保険薬局の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、引
き続き当該保険医療機関、保険薬局として保険診療等を実施する。（平成23年3月15日付け事務連
絡）

１（岩手１）
【変わらず】

特例措置の利用状況（実績のあったもの）；歯科
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実績なし 特例措置の概要

３ 月平均夜勤時間数 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数（７
２時間以下）について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。（平成23
年3月15日付け事務連絡）

４ 月平均夜勤時間数 被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数（７２時間
以下）について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。（平成23年3月
15日付け事務連絡）

６ 看護配置 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、１日当たり勤務する看護師及び准看護師又は
看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対
する看護師の比率について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
（平成23年3月15日付け事務連絡）

７ 看護配置 被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足したため、１日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護
補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する
看護師の比率について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。（平成
23年3月15日付け事務連絡）

９ 病棟以外への入院 被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例として、その保険医
療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき病棟の入院基本料を算定する。（平成
23年4月1日付け事務連絡）

１０ 他の病棟への入院 被災地の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その病棟
の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について特例的な算定を可能とする。 （平成23
年4月1日付け事務連絡）

１１ 他の病棟への入院 被災地以外の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その
病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合における特例的な入院基本料を算定する。（平成23年4
月1日付け事務連絡）

１２ 平均在院日数 被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった場合にも、特例的に
従来の入院基本料等を算定する。 （平成23年4月1日付け事務連絡）

１３ 平均在院日数 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合には、当該患者を
除いて平均在院日数を計算する 。（平成23年4月1日付け事務連絡）

東日本大震災に伴う被災地特例措置の利用状況（その３）
特例措置の利用状況（実績のないもの）
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実績なし 特例措置の概要

１４ 平均在院日数 被災地の保険医療機関において、在院日数が延長した場合にも、震災前より算定していた入院基本料を算定できる。
（平成23年4月8日付け事務連絡）

１５ 平均在院日数 被災に伴い、退院後の後方病床等の不足により、やむを得ず平均在院日数が超過する場合には、平均在院日数に
ついて、２割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよいものとし、引き続き震災前の入院基本料等を算
定することができる。（平成23年9月6日付け事務連絡）

１６ 特定入院料の取扱い 被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により特定入院料の届出を行っている
病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当該患者を除いて施設基準の要件を満た
すか否かを判断することができる。 （平成23年4月1日付け事務連絡）

１７ 転院受け入れの場合の
入院日

被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続
が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、特別の関係にあるか否かに関わらず、
当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。 （平成23年4月1日付け事務連絡）

１８ 一般病棟入院基本料 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から地震の発生日以降に転院を受け入れた場合は、
施設基準における要件について当該患者を除いて計算する。（平成23年4月8日付け事務連絡）

１９ 看護必要度評価加算等 被災地の保険医療機関において、７対１、１０対１入院基本料の一般病棟看護必要度評価加算及び急性期看護補助
体制加算の重症度・看護必要度について患者数が基準を満たさない場合でも、特例的に従来の入院基本料等を算
定する。 （平成23年4月8日付け事務連絡）

２０ 透析に関する他医療機
関受診

被災地の保険医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合に被災により透析設備が使用不可能となった場合に、
特例的に、透析を目的とした他医療機関受診の際の入院基本料等の減額を行わない。 （平成23年4月8日付け事務連絡）

２１ 平均入院患者数 被災地の保険医療機関において、震災後に看護師等及び入院患者数が大幅に減少している場合に、震災後の入院
患者数の平均をもって平均入院患者数とすることができる。 （平成23年9月6日付け事務連絡）

２２ 外来機能の閉鎖 入院診療や在宅医療を行う保険医療機関において、医師が不足している場合や、周囲に入院診療を行う保険医療
機関が不足している場合等には、外来機能を閉鎖してもよいこととする。 （平成23年9月6日付け事務連絡）

２４ 新薬の処方制限 患者の周囲にあった保険医療機関が全て機能していない場合等やむを得ない場合には、新薬について１４日を超え
て処方することができる。 （平成23年9月6日付け事務連絡）

２５ １８０日超え入院 住居の損壊、その他の東日本大震災に起因するやむを得ない事情により保険医療機関からの退院に著しい困難を
伴う患者は、入院期間が１８０日を超えた場合も、入院基本料の減額を行わないこととする。 （平成27年厚生労働省
告示第208号）

東日本大震災に伴う被災地特例措置の利用状況（その４）
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○新しい病院、診療所等の再建に着手しているが、完成まで時間がかかる〔２件（岩手２件【変わらず】）〕

・元の診療所があった場所に再建予定だが、移転は平成29年後半になる見通しである。移転完了まで仮設での診療を継続したい。
本設診療所は現在建設中であり、平成29年10月頃移転、開設予定である。（岩手）

○医療機関･施設､家族の受入体制が不十分〔３件(宮城２件【変わらず】､福島１件【変わらず】）〕
・東日本大震災後に石巻市内の精神科病院（120床）が閉院している。幸い当院は津波の被害がなく今日まで診療を続けられている。
震災の影響により環境が変化し新たに病気を発症する方もおり、外来・入院治療が必要な患者が増加している。また、石巻圏域の精

神科病床数の減少、他医療機関からの紹介も多いため、今後も特例措置の継続を希望する。今後は特例措置の解消に向けて、退院

後の支援（精神科訪問看護等）を進めている。実際支援を行っており、精神科訪問看護は、症状の悪化等を軽減し心理的負担を和ら

げる効果が出始めている。時期は未定であるが早急に解消できるよう、関係機関の協力も仰ぎながら進めていきたい。（宮城）

・現在入院している被災地入院患者は、病状不安定な患者、身体管理が必要な患者が中心で、転退院、地域移行が困難な患者となっ

ており、被災地入院患者の病状安定、身体管理に全力で取り組む必要がある。県内医療機関、特に相双地区医療機関が正常化して

おらず、受け入れ体制が整っていない。被災地患者を取り巻く市町村、医療機関、介護保険施設、支援者などの協力体制が不十分な

状況が現在も続いている。転退院が必ずしも患者及び患者家族の意向に沿うものではない状況もある。病状安定、身体管理に全力で

取り組み、患者や患者家族の意向に沿った入院継続を行うとともに、障害者施設、高齢者施設、他院紹介等の推進、マッチング事業を

利用し解消に向けている。（福島）

・震災時から今も変わらず仮設や近隣に引っ越ししている被災の患者、かかつりつけの患者、独居や施設対応できない患者等の入院

加療を行っている。治療後早期に退院調整をはかっているが、再度症状が悪化し再入院を繰り返したり、被災で家族と分断され独居と

なった患者、末期癌の患者は終末期は在宅加療困難となり包括ケアセンター、在宅支援無床診療所、市の福祉部等の要請があり、入

院加療を受け入れるため継続が必要である。平成28年４月より在宅支援診療所として在宅医療に取り組み、平成29年３月より在宅看
取り等も取り組んでいる。無床在宅支援診療所、近隣病院と連携を取りながら被災地石巻の有床診療所として地域医療に貢献し、現

状況を踏まえ、邁進してまいりたい。 （宮城）

特例措置の継続の必要性、今後の見通し（特例措置を利用している保険医療機関からの報告(概要)）

東日本大震災に伴う被災地特例措置の利用状況（その５）
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○東日本大震災に伴う被災地特例措置は、平成29年９月30日までとなっているが、平成29年10月１日以降、ど
のように取り扱うか。

【対応案】
○前回調査時（Ｈ29．１）より、被災地特例措置を利用している保険医療機関は１減少し、現在５施設となっている。また、看護配
置の特例措置を利用している施設はなくなった。

○被災医療機関の再建は徐々に進んでいるが、
①新規の建物の完成・移転までに時間がかかっており、それまでは被災地特例措置を利用したいと希望する保険医療機関
がある、
②仮設住宅の建設等により地域人口が増加する一方、他医療機関の廃止も相まって地域の医療供給が相対的に不足し、現
存する保険医療機関を利用する状態が続いているため、受け入れた患者の転院・退院が進んでいない という現状がある。

○一方で、発災から６年が経過しており、今後、保険医療機関においては、特例措置解消の時期について、一定の目途を立てて、
解消に向けて取組を進めていただくことが必要である。

○このため、具体的には､現に利用している特例措置については、これまでと同様に以下の条件のもと、厚生局に届出の上、平
成30年３月31日まで継続利用できることとするが、それまでの間において、特例措置利用の保険医療機関においては、解消
時期の一定の目途を示していただくこととしてはどうか。

・被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とする。
※ 例えば、特例措置を利用すれば、新たな施設基準の要件を満たす等の届出においては、認めないものとする。

・厚生局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用しなくても施
設基準等を満たすことができている場合には、届出を認めないこととする。

・特例措置の必要性を把握するため、特例措置を利用する保険医療機関には、その利用状況、今後の取組等を報告していた
だく。また、厚生局において特例措置を利用する保険医療機関を訪問するなど、状況の把握等に丁寧に対応していく。

・なお、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討する。

東日本大震災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて（案）
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